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田
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【
要
約
】
　
甲
骨
文
の
断
代
は
董
作
賓
「
甲
骨
細
断
代
研
究
例
」
の
五
期
区
分
以
来
行
わ
れ
、
現
在
で
も
こ
れ
は
基
本
的
に
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中

に
は
未
だ
時
期
区
分
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
「
歴
組
」
と
呼
ば
れ
る
甲
骨
文
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
第
一
節
で
甲
骨
文
の
系
譜
に
関
す
る
基

本
的
な
要
素
で
あ
る
甲
骨
文
の
祖
先
祭
祀
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
、
第
二
節
で
こ
れ
を
元
に
歴
組
の
時
期
の
特
定
を
行
う
。
本
稿
で
の
最
大
の
成
果
は
、

歴
組
の
時
期
を
特
定
し
た
こ
と
に
よ
り
甲
骨
文
を
時
間
軸
か
ら
扱
い
や
す
い
史
料
に
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
甲
骨
祭
祀
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
も

重
要
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
は
文
献
や
後
代
と
の
比
較
が
中
心
で
あ
っ
た
王
代
の
王
権
・
継
承
・
血
縁
と
い
っ
た
問
題
を
、
直
接
甲
骨
文
か
ら
考
え
る
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
。
董
作
賓
以
来
の
時
期
区
分
を
再
検
討
し
た
第
四
節
は
、
直
接
甲
骨
文
の
系
譜
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
も

の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
三
巻
鰻
号
　
二
〇
〇
〇
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

甲
骨
文
は
股
代
後
期
の
ほ
ぼ
全
時
期
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
年
代
に
は
か
な
り
の
時
間
幅
が
あ
る
の
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
が
記
述
に
年
次
を

欠
い
て
い
る
た
め
、
直
接
に
作
成
年
代
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
甲
骨
文
の
断
代
を
初
め
て
行
っ
た
の
が
、
董
作
賓
「
甲
骨
文
断
代
研
究

例
」
で
あ
り
、
～
世
系
・
二
十
謂
・
三
貞
人
・
本
坑
位
・
五
方
圏
・
六
人
物
・
七
事
類
・
八
文
法
・
九
字
形
・
十
書
体
と
い
う
十
個
の
標
準
を

用
い
て
甲
骨
文
を
五
期
に
区
分
し
、
第
一
期
武
丁
、
第
二
期
祖
庚
・
祖
甲
、
第
三
期
二
黒
・
二
丁
、
第
四
期
武
豊
・
文
丁
、
第
五
期
帝
乙
・
帝

辛
と
し
た
。



　
そ
の
後
陳
夢
家
『
股
虚
卜
辞
綜
述
』
に
よ
り
、
五
期
区
分
さ
れ
た
甲
骨
文
が
さ
ら
に
分
類
さ
れ
、
董
作
賓
が
第
四
期
と
し
た
内
の
自
組
・
午

組
・
子
組
が
第
一
期
の
武
末
期
に
当
た
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
董
作
賓
が
第
三
期
の
王
と
し
た
潮
上
は
甲
骨
文
に
は
そ
の
名
が

　
　
　
①

見
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
若
干
の
訂
正
は
あ
っ
た
も
の
の
、
繕
事
賓
の
五
期
区
分
と
い
う
形
式
自
体
は
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　
甲
骨
文
の
断
代
に
関
し
て
、
未
だ
そ
の
時
期
区
分
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
の
が
、
「
聖
母
」
と
呼
ば
れ
る
甲
骨
文
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
第

一
～
第
二
期
（
整
頓
・
祖
庚
）
と
す
る
説
と
第
四
期
（
武
豊
・
文
丁
）
と
す
る
説
が
あ
る
。
本
稿
は
甲
骨
文
の
系
譜
に
関
す
る
基
本
的
な
要
素
で

あ
る
甲
骨
文
の
祖
先
祭
祀
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
元
に
歴
組
の
時
期
の
特
定
を
試
み
る
。

　
①
董
作
賓
は
第
三
期
に
祀
ら
れ
て
い
る
門
兄
辛
」
を
魔
辛
と
し
た
が
、
こ
れ
は
凛
　
　
肥
ら
れ
て
い
る
王
名
に
魔
辛
に
当
た
る
も
の
は
な
い
。

　
　
辛
の
存
在
を
前
提
と
し
て
当
て
は
ま
る
称
謂
を
探
し
た
も
の
で
あ
り
、
甲
骨
文
で

第
一
節
　
甲
骨
祭
祀
の
意
義

甲骨祭祀と歴組の断代（落合）

　
甲
骨
文
の
祖
先
祭
祀
の
対
象
は
十
干
称
謂
で
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
十
干
称
謂
の
性
質
を
誤
認
し
た
り
、
研
究
者

に
よ
っ
て
認
識
が
異
な
っ
た
ま
ま
用
い
ら
れ
た
り
し
て
い
た
。
そ
こ
で
甲
骨
文
に
見
え
る
祖
先
祭
祀
の
性
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
拙
稿

「
甲
骨
文
・
金
文
お
よ
び
段
王
世
系
の
十
干
称
謂
」
（
以
後
前
稿
と
す
る
）
で
得
ら
れ
た
成
果
も
含
め
て
十
干
称
謂
の
性
質
・
特
徴
を
ま
と
め
る

こ
と
に
す
る
。

　
十
干
称
謂
と
は
甲
骨
文
や
金
文
に
見
ら
れ
る
故
人
の
称
謂
で
あ
り
、
十
干
（
甲
乙
丙
丁
戊
己
庚
辛
壬
癸
）
を
含
ん
で
い
る
。
大
き
く
分
け
て

父
・
母
・
祖
・
批
な
ど
の
親
族
関
係
を
表
す
語
に
十
干
が
付
く
「
父
甲
」
「
母
乙
」
の
よ
う
な
称
謂
（
以
後
「
親
族
称
謂
」
と
す
る
）
と
、
股
王

に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
親
族
関
係
を
表
す
語
以
外
に
十
干
が
付
く
「
上
甲
」
「
大
乙
」
「
武
丁
」
の
よ
う
な
称
謂
（
以
後
「
固
有
称
趨
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
う
ち
親
族
称
謂
に
つ
い
て
は
同
世
代
間
の
区
別
が
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
例
え
ば
一
つ
上
の
世
代

る
）
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。

の
男
性
で
あ
れ
ば
父
で
も
父
の
兄
弟
で
も
す
べ
て
「
父
某
」
と
称
さ
れ
た
。
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十
干
称
謂
で
呼
ば
れ
た
の
は
す
べ
て
故
人
で
あ
り
、
十
干
称
謂
は
一
種
の
設
号
と
い
え
る
。
た
だ
し
後
世
の
凄
然
と
違
う
点
が
あ
り
、
故
人

と
称
謂
の
関
係
が
①
非
固
定
的
、
②
多
対
一
、
③
一
対
多
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
例
と
し
て
、

　
　
①
親
族
称
謂
で
男
性
は
そ
の
子
の
世
代
で
は
「
耳
糸
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
孫
の
世
代
以
降
で
は
「
祖
某
」
と
呼
ば
れ
る
。
女
性
は
同
様
に
そ
の
子
の
世

　
　
　
代
で
は
「
母
某
」
、
そ
の
孫
の
世
代
以
降
で
は
「
批
某
」
と
呼
ば
れ
る
。

　
　
②
「
父
某
」
や
「
祖
某
」
な
ど
の
親
族
称
謂
は
一
般
的
に
使
わ
れ
、
十
干
と
巡
行
が
　
致
す
れ
ば
複
数
の
人
物
が
同
じ
「
父
某
」
「
祖
四
一
と
い
う
称

　
　
　
謂
で
呼
ば
れ
、
た
と
え
三
王
で
あ
っ
て
も
「
祖
某
」
門
父
某
」
と
称
さ
れ
る
場
合
に
は
、
称
謂
だ
け
か
ら
は
区
別
が
で
き
な
い
（
「
同
姓
同
名
」
な
ら
ぬ

　
　
　
　
「
同
麗
同
干
」
で
あ
る
）
。

　
　
③
例
え
ば
股
下
の
小
平
に
対
し
て
は
、
第
一
期
に
「
父
乙
偏
「
小
学
扁
、
寒
期
に
「
祖
乙
」
「
小
祖
乙
」
「
早
言
乙
」
「
小
乙
」
と
い
う
称
謂
が
併
用
さ

　
　
　
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
じ
人
物
に
対
し
て
複
数
の
称
謂
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
対
一
・
不
変
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
「
十
干
名
」
で
は
な
く
「
十
干
称
謂
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し

て
い
る
。

　
甲
骨
文
に
見
え
る
十
干
称
謂
は
、
股
心
あ
る
い
は
「
股
の
王
族
し
に
限
ら
れ
て
お
ら
ず
股
文
化
で
広
く
行
わ
れ
た
習
慣
で
あ
り
、
ま
た
氏
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

内
の
支
族
の
よ
う
な
血
縁
集
団
を
表
す
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
具
体
的
に
は
西
骨
幹
の
金
文
に
も
十
干
称
謂
が
見
ら
れ
、
ま
た
殿
代
の
金
文
の

十
干
逗
留
も
二
王
世
系
と
は
因
果
関
係
が
な
い
こ
と
か
ら
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
証
明
で
き
、
金
文
の
「
祖
癸
・
父
丁
」
（
三
代
六
・
二

〇
）
「
祖
乙
・
批
乙
・
祖
己
・
批
癸
…
…
父
己
」
（
三
代
一
〇
・
西
四
）
あ
る
い
は
甲
骨
文
の
「
兄
辛
お
よ
び
子
癸
」
（
合
集
二
七
六
三
三
）
「
父
丙
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

父
戊
」
（
合
集
ニ
ニ
〇
九
八
）
の
よ
う
な
記
述
か
ら
十
干
称
謂
の
十
干
が
血
縁
集
団
を
表
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。

　
董
作
調
以
来
、
区
報
と
十
干
が
一
致
し
言
行
に
矛
盾
が
な
い
場
合
は
す
べ
て
烈
婦
を
指
す
称
謂
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
十
干
称
謂
が
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

く
行
わ
れ
て
い
た
以
上
、
単
管
以
外
に
も
股
王
と
十
干
・
輩
行
が
一
致
す
る
人
物
が
い
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
父

甲
」
や
「
祖
乙
」
の
よ
う
に
、
親
族
関
係
を
表
す
語
に
十
干
が
つ
く
称
謂
は
、
通
法
や
前
後
の
記
述
な
ど
か
ら
、
そ
れ
が
訳
名
で
あ
る
か
否
か
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を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
祭
祀
対
象
で
あ
る
十
干
称
謂
の
特
徴
を
ふ
ま
え
て
甲
骨
文
に
見
え
る
祖
先
祭
祀
の
性
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
特
に
野
馬
世

⑤系
と
股
王
世
系
以
外
で
異
な
る
点
に
注
目
す
る
。

　
甲
骨
文
か
ら
は
、
表
2
の
よ
う
に
『
史
記
』
股
本
紀
（
表
－
）
と
ほ
ぼ
同
じ
系
譜
が
得
ら
れ
る
。
し
か
し
、
甲
骨
文
は
主
に
祭
祀
等
の
占
ト

を
記
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
残
る
系
譜
は
『
史
記
嚇
の
よ
う
に
整
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
表
2
は
『
史
記
』
の
記
述
を
元
に
直
系
合

表
1
　
文
献
の
股
王
世
系
（
『
史
記
㎞
殿
本
紀
）

　
契
一
昭
明
　
　
相
土
　
　
昌
若
！
曹
園
　
　
　
冥
　
　
振
　
　
　
上
甲
（
微
）
　
　
丁
丁

報
乙
－
報
丙

主
壬

主
癸

天
乙
（
湯
訂
辮

太
甲

甲骨祭祀と歴組の断代（落合）

沃
丁太

庚
一
齢

　　

@　
ｾ
戊
－
［

河外中
蜜壬丁
甲

祖
．
縁
晶
謂
麟

武
了
晶
贔
ド
武
乙
－
太
丁

帝
乙
－
帝
辛
（
紺
）
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表
2
　
甲
骨
文
の
股
王
琶
系
（
凹
股
虚
卜
辞
綜
述
睡
三
七
九
頁
）

上
甲
　
　
〔
乙
…
一
〔
丙
1
¢
丁

一
不
手
一
不
癸
－
大
判
鰍

武
丁
癖
晶
掴
乙

［
目
は
ト
辞
に
見
え
な
い

表3股三E例数

☆

文
武
丁
一
岡
圓
一
圃
蟹

企
　
　
　
ム

☆
A
　
　
☆

☆
☆
《
A
△
☆
☆
☆

王　名 総　数

上甲 789

〔：乙 28

〔丙 22

に丁 19

示壬 81

示癸 34

大乙 702

大丁 122

卜丙 32

大甲 317

大庚 91

小甲 57

大戊 76

墳己 30

中丁 77

卜壬 12

菱甲 60

祖乙 932

祖辛 369

莞甲 142

祖丁 500

南庚 ユ13

象甲 87

般庚 26

小辛 20

小乙 2ユ5

武丁 75

祖己 16

祖庚 53

祖甲 119

康丁 84

武乙 131

文武丁 62

合計 5，493

＊1　☆は複数の称謂を合計

　　した数（例：「大乙」
　　には大乙の他にもnt　・

　　成・唐を含む）

＊2　Aは「祖某」であり股
　　王以外の称謂が含まれ
　　る可能性がある

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

祀
や
五
祀
周
祭
と
い
っ
た
股
王
へ
祭
祀
の
占
ト
か
ら
合
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
股
王
へ
の
祭
肥
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
注
目
す
べ
き
は
そ
の
例
数
で
あ
り
、
表
3
に
甲
骨
文
に
見
え
る
王
名
の
例
数
を
合
計
し
た
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甲骨祭祀と歴組の断代（落合）

（
本
稿
で
の
甲
骨
文
の
例
数
は
、
断
り
の
な
い
限
り
は
す
べ
て
聖
駕
甲
骨
刻
僻
類
懇
か
ら
筆
者
が
集
計
し
た
数
で
あ
る
）
。
祭
紀
か
ら
系
譜
が
復
元
で

き
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
尊
王
に
対
す
る
祭
祀
は
遠
い
祖
先
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
甲
骨
文
に
見
ら
れ
る
例
数
に
つ
い
て
も
、
や
や

数
に
ば
ら
つ
き
は
あ
る
が
必
ず
し
も
近
い
祖
先
が
遠
い
祖
先
よ
り
も
多
く
は
な
く
、
系
譜
上
の
距
離
と
祭
祀
の
頻
度
に
因
果
関
係
は
見
ら
れ
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
先
王
に
対
し
て
無
差
別
に
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
杷
ら
れ
た
先
王
が
あ
っ
た
り
、
祭
祀
ご
と
に
対
象
と

な
る
先
王
の
違
い
が
あ
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
区
別
が
あ
り
な
が
ら
、
段
王
は
遠
祖
で
あ
っ
て
も
祭
祀
の
対
象
に

な
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
股
王
以
外
へ
の
祭
祀
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
翻
心
卜
辞
と
さ
れ
る
午
組
・
子
下
の
親
族
称
謂
数
（
表
4
）
を
見
る
と
、
父
が
多
く
祀
ら
れ
、

祖
は
あ
ま
り
紀
ら
れ
て
お
ら
ず
、
二
王
に
対
す
る
祭
祀
と
は
大
き
く
異
っ
て
い
る
。
庸
王
へ
の
祭
祀
を
「
父
」
と
「
祖
（
二
代
以
上
前
）
」
に
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
た
場
合
、
表
5
の
よ
う
に
、
第
二
期
で
は
父
が
二
一
・
一
％
、
第
三
期
で
は
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
・
五
％
、
第
五
期
で
は
六
二
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
午
組
で
は
祖
が
三
二
・

粉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
％
、
父
が
四
八
二
二
％
、
兄
が
五
・
二
％
、
子
ご
二
・
八
％
と
な
っ
て
お
り
、
父

稀性
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
子
組
も
同
様
に
、
祖
が
一
〇
％
、
父
が
六
〇
％
、
兄

男
る

馴
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
二
〇
％
、
子
が
一
〇
％
と
祖
よ
り
も
父
が
多
い
（
表
4
）
。
十
干
が
王
名
に
当
て

比
」

謂
述
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ま
ら
な
い
（
股
後
期
に
王
名
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
股
王
に
対
す
る
称
謂
の
混
入

称
綜

細
腱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
な
い
）
十
干
称
謂
の
例
数
（
甲
骨
文
全
体
）
で
見
て
も
、
丙
で
は
祖
丙
二
例
．
父
丙

卜
二

王
腕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
例
・
製
品
二
例
、
戊
で
は
祖
戊
二
〇
例
・
父
戊
四
二
例
・
兄
戊
三
二
例
、
壬
で
は

非
σ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祖
壬
一
例
・
父
壬
二
例
・
兄
壬
七
例
、
癸
で
は
祖
癸
二
例
・
引
割
一
例
・
兄
三
三

　表　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
例
・
子
癸
七
例
と
、
や
は
り
祖
の
割
合
は
高
く
な
い
。
十
王
卜
辞
を
称
謂
種
類
か
ら

　
　
　
穐
　
　
　
粥
　
　
　
　
見
て
も
同
様
に
・
午
組
が
祖
五
（
三
悪
●
祖
己
・
祖
庚
嶺
辛
墾
の
五
種
類
・
以
下

総数 比率 称謂種類 比率

祖 19 32．8％ 5（戊己庚辛壬） 41．7％

父 28 48．3％ 5（二丁戊己辛） 41．7％

兄 3 5．2％ 1（己） 8．3％

子 8 13．8％ 1（庚） 8．3％

合計 58 100．1％ 12 100．0％

総数 比率 称謂種類 比率

祖 1 10％ 1（戊） 14．3％

父 6 60％ 4（甲乙戊庚） 57．1％

兄 2 20％ 1（丁） 14．3％

子 1 10％ 1（丁） 14．3％

合計 工0 100％ 7 100．0％

139 （669）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
様
）
・
二
五
・
兄
一
・
子
一
、
子
組
が
祖
一
・
二
四
・
兄
一
・
子
一
と
父
が
多
い
（
表
4
）
。
こ
の
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
王
以
外
へ
の
祭
祀
は
、
父
が
多
く
祖
が
少
な
く
、
ま
た
兄
や
子
も
祭
祀
の
対
象
に
な
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
般
王
以
外
の
祭
祀
に
は
、
「
父
を
多
く
謝
る
」
と
い
う
性
格
と
、
近
親
者
が
対
象
の
「
主
催
者
の
個
人
的
感
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
る
祭
祀
」
と
い
う
性
格
が
強
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
父
が
多
く
祀
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
は
出
代
の
金

弊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
に
も
あ
り
、
表
6
は
金
文
の
祭
祀
対
象
の
十
干
称
謂
を
集
計
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
を
見
る
と
般
代
の
金
文

棚
　
　
　
　
の
祭
祀
対
象
は
ほ
と
ん
ど
が
父
で
あ
咳
祭
祀
対
象
に
祖
が
多
く
な
る
の
は
西
周
に
入
っ
て
か
ら
と
分
か
る
・

［父
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
の
よ
う
に
甲
骨
文
の
祭
祀
は
玉
露
と
そ
れ
以
外
と
で
は
大
き
な
差
異
が
あ
り
、
股
王
に
対
し
て
は
、
祭

　表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祀
に
お
い
て
始
祖
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
上
甲
か
ら
、
系
譜
（
正
確
に
は
そ
の
時
点
で
認
識
さ
れ
て
い
た
股
王
の
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
譜
で
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
実
在
し
た
王
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
）
に
基
づ
い
て
遠
い
祖
先
か
ら
祭
祀
が
行
わ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
段
王
以
外
の
祭
祀
で
は
、
父
を
中
心
と
し
て
近
親
者
を
祀
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
祭
祀
」
と
「
継
承
」
と
の
密
接
な
関
係
は
歴
史
上
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
祖
先
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祀
は
死
者
へ
の
個
人
的
感
情
の
表
れ
や
社
会
的
・
生
物
学
的
な
出
自
の
証
明
と
い
う
性
格
の
他
、
社
会
的
に
認

知
さ
れ
た
「
血
縁
に
よ
る
権
利
」
を
引
き
継
ぐ
こ
と
の
正
当
性
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
甲
骨
文
に
見
え
る
祭

祀
の
差
異
は
、
股
代
に
お
け
る
「
王
権
の
継
承
」
と
「
一
般
に
お
け
る
継
承
」
と
の
差
異
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
一
般
に
お
け
る
継
承
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
祭
祀
対
象
に
は
近
親
者
が
多
い
が
、
そ
の
中
で
も
父
が
重
視
さ
れ
て
い
た
（
非
王
卜
辞
で
は

約
半
分
を
占
め
て
い
る
）
。
金
文
で
は
祭
祀
対
象
の
ほ
と
ん
ど
が
父
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
段
代
で
は
父
（
先
代
）
を
祀
る
こ
と
で
自

分
が
継
承
し
た
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
継
承
」
を
示
す
に
は
先
代
か
ら
の
継
承
を
示
す
だ
け
で
足
り
た

　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
上
甲
に
は
股
王
以
外
の
故
人
や
自
然
神
と
の
合
祀
が
多
い
こ
と
か
ら
、
訂
正
以
外
で
あ
っ
て
も
股
王
と
同
じ
く
上
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
子
孫
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
股
」
と
し
て
の
ゆ
る
や
か
な
同
定
、
あ
る
い
は
社
会
調
和
と
い
う
効
果
を
期
待
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

父称謂 祖以上称謂 父の比率 祖の比率

第2期 父丁　178 上甲一小肱667 2ユ．1％ 78．9％

第3期

父己

ロM　203

ロb

上甲～

�噤E后祖592
噤i武了）

25．5％ 74．5％

第5期

文
武
丁
　
　
　
　
6
4
父
丁 上甲一武乙979 6．1％ 93．9％

140 （670）



甲骨祭祀と歴組の断代（落合）

　　　　　　　　　表6　金文の十干称謂の比率（男性称謂）

『股周青銅器分類図録』　　　　　　「股一春秋時代前期金文の書式と常用語句の疇代的変遷」

～股

繩冾g

股後期II

西諺1 西周H 西周IH 合計

祖 1
一

13 22 3 39

父 2 17 90 87 9 205

兄 『 一 一
3

…
3

合計 3 17 103 112 12 247

祖 33．3％ 一
12．6％ 19．6％ 25．0％ ！5．8％

父 66．7％ 100％ 87．4％ 77．7％ 75．0％ 83．0％

兄 一 一 一 2．7％ … L2％
父：祖 67：33 100：0 87：13 80：20 75：25 84：16

毅

股或

ｼ周
炎

西周

炎
合計

祖 1 1 10 12

父 49 ユ5 48 112

兄
　 …

4 4

合計 50 16 62 128

祖 2．0％ 6．3％ 16．1％ 9．4％

父 98．0％ 93．8％ 77．4％ 87．5％

兄 一 一 6．5％ 3．1％

父：祖 98：2 94：6 83：17 90：10

　
一
方
「
王
権
の
継
承
」
に
つ
い
て
は
、
先
王
の
祭
祀
で
は
始
祖
の
上
甲
に
始
ま
る
系
譜
上
の
王

が
対
象
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
父
（
先
代
の
王
）
の
祭
祀
だ
け
で
は
王
権
の
継
承
を
示
す
に

は
不
十
分
で
あ
り
、
始
祖
を
は
じ
め
と
し
て
王
権
を
継
承
し
た
代
々
の
王
を
祀
る
こ
と
が
、
王
権

の
継
承
を
示
す
の
に
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
先
王
の
祭
祀
は
単
に
王
の
宗
教
的
な

権
威
を
高
め
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
副
次
的
な
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

祭
祀
上
の
始
祖
で
あ
る
上
甲
や
建
国
者
と
さ
れ
る
大
乙
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
王
権
が
、
代
々
の

王
を
経
て
現
況
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
を
第
～
次
の
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
分

か
る
。
し
た
が
っ
て
、
誌
代
の
王
権
に
つ
い
て
も
、
王
と
い
う
地
位
に
付
随
す
る
「
王
権
」
は
始

祖
が
獲
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
始
祖
か
ら
の
継
承
な
く
し
て
は
王
権
の
継
承
（
つ
ま
り
王
と

な
る
こ
と
）
が
あ
り
得
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
王
権
の
継
承
に
は
～
般
の
継
承
よ
り
も
高
い
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を

現
世
的
な
視
点
か
ら
見
る
と
、
一
般
で
は
父
と
子
と
い
う
近
親
の
個
人
と
い
う
単
位
で
継
承
が
で

き
た
の
だ
が
、
王
権
の
継
承
で
は
、
父
と
子
だ
け
で
は
王
権
の
継
承
が
で
き
ず
、
始
祖
か
ら
の
継

承
を
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
継
承
を
示
さ
れ
る
側
（
般
の
有
力
者
）
が
、

そ
の
王
が
「
始
祖
か
ら
王
権
を
継
承
し
た
」
こ
と
を
承
認
す
る
と
い
う
図
式
に
な
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
始
祖
か
ら
の
継
承
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
股
の
多
数
の
支
持
が
必

要
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
王
が
個
人
的
・
恣
意
的
に
次
の
王
に
王
権
を
譲
っ
た
り
、
支
持

を
得
な
い
も
の
が
王
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
現
世
的
な
効
果
が
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い

る
。
逆
に
王
に
よ
る
各
先
王
の
祭
肥
は
、
恣
意
的
な
継
承
で
な
い
こ
と
の
証
明
で
も
あ
っ
た
の
で

141 （671）



あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
王
権
の
継
承
の
性
質
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
甲
骨
文
に
見
え
る
先
王
の
祭
祀
を
「
継
承
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
る

と
、
何
種
類
か
に
分
類
で
き
る
。
一
つ
目
は
個
々
の
祭
祀
で
あ
り
、
系
譜
上
の
各
先
王
を
個
別
に
祀
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
そ
の

理
数
に
は
多
寡
が
あ
り
、
中
で
も
上
甲
・
大
望
が
多
く
、
始
祖
を
重
視
し
た
祭
虎
に
な
っ
て
い
る
。
逆
に
父
に
当
た
る
王
に
つ
い
て
は
、
前
述

の
よ
う
に
、
祀
ら
れ
て
は
い
る
が
金
文
や
股
王
以
外
の
祭
祀
ほ
ど
は
多
く
な
い
。
二
つ
目
は
先
王
の
合
祀
で
あ
り
、
何
人
か
の
先
王
を
～
度
に

祀
る
（
一
辞
に
見
ら
れ
る
）
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
多
い
の
が
直
系
の
王
の
合
祀
で
あ
り
、
直
系
合
祀
を
「
王
権
の
継
承
」
か
ら
見
る
と
、
直
系

の
王
か
ら
直
系
の
王
へ
と
い
う
、
簡
略
化
・
図
式
化
さ
れ
た
継
承
が
見
て
取
れ
る
。
三
つ
目
は
い
わ
ゆ
る
五
祀
周
祭
で
あ
り
、
系
譜
上
の
す
べ

て
の
王
と
直
系
の
黒
々
を
上
甲
か
ら
順
に
祀
る
も
の
だ
が
、
周
祭
の
中
に
も
さ
ら
に
二
種
類
の
「
継
承
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
つ
は
先
王
と

そ
の
配
批
の
祭
祀
で
あ
り
、
男
系
（
先
王
）
だ
け
で
は
な
く
そ
の
配
批
も
祀
る
こ
と
か
ら
、
「
血
縁
の
継
承
」
と
い
う
図
式
に
な
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
傍
系
の
王
を
含
め
た
祭
祀
で
あ
り
、
簡
略
化
さ
れ
た
直
系
合
祀
と
較
べ
る
と
、
よ
り
詳
し
い
「
王
権
の
継
承
」
の
過
程
を
表
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

い
る
。
因
み
に
五
祀
の
祭
法
う
ち
「
祭
」
に
は
配
批
の
祭
祀
が
な
く
、
「
玉
偏
は
「
王
権
の
継
承
」
の
み
を
、
そ
の
他
の
四
祀
は
「
血
縁
に
よ

る
継
承
」
と
「
王
権
の
継
承
」
の
両
方
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
先
王
へ
の
祭
祀
方
法
は
数
種
類
に
分
類
で
き
る
の
で
は
あ

る
が
、
い
ず
れ
も
始
祖
あ
る
い
は
始
祖
か
ら
の
継
承
を
重
視
し
て
い
る
。

　
本
節
で
は
甲
骨
文
に
見
え
る
祭
祀
対
象
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
先
王
に
対
し
て
は
「
王
権
の
継
承
」
を
表
す
た
め
に

系
譜
に
沿
っ
て
遠
い
祖
先
か
ら
祭
祀
が
行
わ
れ
、
股
王
以
外
に
対
し
て
は
近
親
者
（
特
に
父
）
へ
の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
と
い
う
の
が
結
論
と
な

る
。
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①
西
婦
中
後
期
の
金
文
に
は
門
皇
祖
甲
公
」
「
文
考
案
叔
」
の
よ
う
な
十
干
称
謂

　
も
見
ら
れ
る
。

②
張
光
直
「
商
王
廟
号
新
考
」
田
鰻
亥
・
下
界
の
祭
日
問
題
、
な
ら
び
に
毅
商
王

　
制
再
論
」
・
持
井
康
孝
「
毅
王
室
の
構
造
に
関
す
る
｝
試
論
」
で
は
、
十
干
称
謂

　
の
十
干
を
王
室
内
部
の
支
族
（
小
血
縁
集
団
）
を
表
す
も
の
と
し
て
い
た
。

③
詳
し
く
は
、
前
腎
二
～
一
七
頁
参
照
。



④
前
稿
二
六
頁
。

⑤
段
王
と
そ
の
配
批
（
十
王
の
配
偶
者
）
を
合
わ
せ
て
「
股
王
世
系
」
と
す
る
。

⑥
表
2
は
霊
夢
家
『
段
虚
卜
辞
綜
述
』
だ
が
、
こ
の
他
に
も
乱
作
賓
『
甲
骨
文
断

　
代
研
究
例
』
や
島
邦
男
『
毅
嘘
卜
辞
研
究
匝
な
ど
、
甲
骨
文
の
系
譜
の
復
元
は
多

　
く
の
研
究
者
に
よ
り
試
み
ら
れ
て
き
た
。

⑦
な
お
、
「
祖
某
」
や
「
父
某
」
の
呉
下
に
は
股
王
以
外
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が

　
あ
る
の
で
、
実
際
の
比
率
と
は
若
干
の
誤
差
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

⑧
十
干
称
謂
の
比
率
か
ら
祀
ら
れ
た
実
際
の
入
口
の
比
率
を
求
め
る
基
準
に
は
、

　
こ
こ
に
挙
げ
た
称
謂
例
数
と
称
謂
種
類
が
考
え
ら
れ
る
。
前
者
の
方
法
は
、
一
事

　
多
貞
が
多
い
甲
骨
文
で
は
、
同
じ
人
物
に
対
す
る
祭
祀
が
何
圓
か
記
さ
れ
る
こ
と

　
が
あ
る
の
で
、
実
際
に
祭
肥
対
象
と
な
っ
た
人
口
の
比
率
を
正
確
に
求
め
る
こ
と

　
は
難
し
い
が
、
あ
る
程
度
の
傾
向
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
の
方
法
で
は
、

　
対
象
と
な
る
祀
ら
れ
た
実
際
の
人
口
が
多
く
な
る
と
、
違
う
入
物
が
同
じ
十
干
で

　
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
の
で
正
確
な
比
率
が
求
め
に
く
い
と
い
う

　
欠
点
は
あ
る
が
、
表
5
の
午
組
・
子
組
の
よ
う
に
例
数
が
少
な
く
、
十
干
の
重
複

　
が
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
信
頼
が
で
き
る
。

⑨
同
じ
図
象
記
号
を
持
つ
金
文
で
あ
っ
て
も
、
十
干
が
違
う
父
某
を
祀
る
も
の
が

　
多
種
あ
る
（
前
稿
一
二
頁
）
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
は
金
文
で
示
さ
れ
る
継
承
は

　
父
か
ら
子
と
い
う
単
位
で
あ
り
、
必
ず
し
も
集
団
全
体
の
長
の
継
承
で
は
な
か
っ

　
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑩
股
（
商
）
以
外
の
地
方
の
神
と
考
え
ら
れ
る
。
赤
塚
患
細
論
代
に
お
け
る
祈
年

　
の
祭
祀
形
態
の
復
元
（
上
）
」
で
は
神
名
と
地
名
・
族
名
が
一
致
す
る
例
を
挙
げ

　
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
方
法
を
藤
代
全
体
に
普
遍
的
に
適
用
す
る
こ
と
ま
で
は

　
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

⑪
西
周
以
降
「
股
」
と
呼
ば
れ
た
組
織
が
、
そ
の
当
時
何
と
称
さ
れ
て
い
た
の
か
、

　
さ
ら
に
は
名
称
自
体
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
さ
え
も
分
か
ら
な
い
。

⑫
上
甲
が
実
際
に
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
股
王
の
祭
祀
で
は
始
祖

　
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
甲
骨
文
で
は
王
権
の
始
祖
と
し
て
認
識
さ

　
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑬
噸
殿
虚
卜
辞
撰
述
幅
三
八
四
頁
。

第
二
節
　
歴
組
ト
辞
の
断
代

甲骨祭祀と歴組の断代（落合）

表
7
般
王
世
系
（
一
部
）

…
…
1
小
乙

武
乙

文
武
丁
…
…
…

（673）

歴
組
卜
辞
と
は
、
貞
人
が
「
歴
」
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
い
る
甲
骨
文
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
そ
の
時
期
区
分
が
い
ま
だ
定
ま
つ
　
螂



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
は
い
な
い
。
～
九
七
七
年
に
李
学
勤
が
「
股
虚
五
号
墓
座
談
紀
要
」
「
論
粗
野
墓
的
年
代
及
有
関
問
題
」
で
第
四
期
と
さ
れ
て
い
た
歴
組
を

武
事
晩
～
祖
庚
期
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
歴
維
の
二
代
に
関
し
て
、
第
一
～
二
期
（
武
並
・
祖
庚
）
と
す
る
説
と
第
四
期
（
武
乙
・
文
墨
）
と
す

る
説
と
の
論
争
が
起
こ
っ
た
。
第
一
～
二
期
派
に
は
多
病
圭
「
論
歴
毛
羽
辞
的
年
代
」
な
ど
が
あ
り
、
第
四
期
派
に
は
蒲
楠
「
告
発
乙
・
文
丁

　
　
　
　
　
　
　
②

卜
辞
」
な
ど
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
歴
組
中
に
多
く
見
え
る
親
族
称
謂
の
「
父
乙
」
と
「
園
丁
」
の
称
謂
が
ど
の
王
を
指
す
の
か
が
、
分
鞍
上

の
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
第
一
～
二
期
派
は
「
魚
津
」
は
馬
丁
が
小
皆
を
指
し
た
も
の
で
、
「
父
丁
」
は
祖
庚
が
武
丁
を
指
し
た
も
の

で
あ
る
と
し
、
第
四
期
派
は
「
爆
撃
」
は
文
武
丁
が
武
乙
を
指
し
た
も
の
で
、
「
父
丁
」
は
山
導
が
康
丁
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
論

争
は
甲
骨
文
の
多
く
の
指
標
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
が
、
董
作
賓
の
十
個
の
標
準
か
ら
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
世
系
・
称
謂
・
方
国
・
人
物
・

事
類
と
い
っ
た
記
述
内
容
は
第
一
期
に
近
く
、
坑
位
で
み
る
と
第
四
期
の
よ
う
で
あ
り
、
文
法
・
字
形
・
書
体
の
よ
う
な
面
か
ら
見
た
場
合
に

は
判
断
の
基
準
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
に
も
と
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
甲
骨
文
の
手
代
、
正
確
に
は
甲
骨
文
の
グ
ル
ー
プ
問
の
断
代
に

有
効
な
指
標
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
貞
人
は
～
部
の
例
外
を
除
い
て
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
分
け
に
は
有

効
で
あ
っ
て
も
グ
ル
ー
プ
問
の
関
係
を
考
え
る
と
き
に
は
使
え
な
い
。
字
体
や
文
法
も
実
は
同
じ
で
あ
り
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る

た
め
に
グ
ル
ー
プ
分
け
を
可
能
と
す
る
指
標
で
あ
る
の
で
、
元
々
断
絶
性
が
強
い
も
の
に
関
係
（
時
間
的
連
続
性
）
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
く
、

「
無
口
期
に
近
い
」
こ
と
が
必
ず
し
も
「
第
□
期
に
連
続
す
る
」
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
物
・
事
類
な
ど
も
、
字
体
や
文
法
ほ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
は
な
い
が
、
や
は
り
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
断
絶
し
た
面
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
松
丸
道
雄
「
『
甲
骨
文
』
に
お
け
る
『
書
体
』
と
は
何
か
」

　
　
　
　
　
　
　
④

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
甲
骨
文
の
断
代
は
、
多
く
の
指
標
に
よ
り
グ
ル
ー
プ
分
け
さ
れ
た
も
の
を
「
世
系
」
「
称
謂
」
に
よ
っ
て
時
代
を
特
定

す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
（
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
）
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
使
用
す
る
指
標
は
、
こ
の
「
世
系
」
「
称
謂
」
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
先
王
の
祭
祀
で
あ
る
。
前
節
で
考
察
し
た
よ

う
に
、
先
王
の
祭
祀
に
は
王
権
の
継
承
を
示
す
と
い
う
機
能
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
某
王
か
ら
次
の
王
に
交
代
す
れ
ば
、
次
の
王
の
祭
祀
に
は

某
王
が
加
わ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
時
聞
（
王
の
交
代
）
に
よ
っ
て
変
化
す
る
先
王
の
祭
祀
は
豊
代
に
最
適
の
指
標
と
い
え
る
。
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甲骨祭肥と歴組の断代（落合）

　
さ
て
、
先
王
の
祭
祀
に
よ
っ
て
歴
組
の
断
代
を
試
み
る
の
だ
が
、
そ
の
前
に
一
つ
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
前
述
し

た
よ
う
に
、
十
干
六
畜
は
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
甲
骨
文
に
も
股
立
以
外
へ
の
祭
祀
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に

称
謂
を
無
条
件
に
股
王
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
く
、
称
謂
（
歴
組
で
雷
え
ば
こ
れ
ま
で
段
王
を
指
す
と
さ
れ
て
い
た
「
父
乙
」
「
語
調
扁
）

が
本
当
に
安
手
を
指
す
の
か
ど
う
か
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
「
父
乙
」
「
虚
心
」
が
笠
子
を
指
す
称
謂
で

あ
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
か
ら
検
証
す
る
。

　
歴
組
中
の
「
父
丁
」
に
つ
い
て
見
る
。
歴
組
の
甲
骨
文
に
は
直
系
登
記
が
多
く
、
そ
の
中
に
は
「
祖
乙
・
清
拭
・
小
乙
・
二
丁
」
（
屯
南
四
〇

一
五
）
の
よ
う
に
、
「
父
丁
」
が
先
王
と
合
祀
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
ま
た
、
数
は
少
な
い
が
歴
組
中
に
も
見
ら
れ
る
五
祀
で
は
、
そ
の
中

の
「
多
」
で
父
王
が
祀
ら
れ
て
い
る
（
合
集
三
二
六
九
〇
・
三
二
七
一
四
な
ど
）
。
し
た
が
っ
て
、
歴
組
中
の
「
父
丁
」
は
段
王
を
指
す
称
謂
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
こ
と
が
確
定
さ
れ
る
。

　
一
方
、
歴
組
中
の
「
掃
滅
」
に
つ
い
て
は
、
父
丁
の
よ
う
に
先
王
と
合
祀
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
先
王
と
同
旨
に
見
ら
れ
る
例
も
少
な
く
、

逆
に
股
王
世
系
に
当
て
は
め
ら
れ
な
い
兄
丁
・
兄
乙
・
批
丁
・
母
壬
な
ど
と
の
同
前
あ
る
い
は
同
版
が
多
い
。
表
8
は
先
王
と
の
同
版
関
係
を
、

歴
組
の
「
父
丁
」
や
他
期
の
称
謂
と
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
股
王
土
謂
」
の
欄
は
確
実
に
段
王
を
指
す
と
分
か
る
殿
王
の
固
有
称
謂
と
の

偽
版
、
「
非
王
称
謂
」
の
欄
は
確
実
に
股
王
で
は
な
い
（
段
王
世
系
に
当
て
は
め
ら
れ
な
い
）
称
謂
と
の
同
量
、
「
判
断
不
能
」
の
欄
は
称
謂
だ
け

か
ら
は
ど
ち
ら
と
も
判
断
で
き
な
い
称
謂
と
の
鉛
版
に
な
っ
た
血
書
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
8
を
見
る
と
、
第
一
期
の
食
堂
・
第
二
期

の
父
丁
・
第
三
期
の
乙
甲
・
歴
組
の
断
面
の
い
ず
れ
も
、
股
王
と
の
同
版
が
多
く
野
瀬
以
外
と
の
同
版
が
少
な
い
の
で
、
覇
王
を
指
す
称
謂
で

あ
る
と
分
か
り
（
そ
れ
ぞ
れ
第
一
期
の
父
乙
は
小
器
、
第
二
期
の
父
丁
は
武
丁
、
第
三
期
の
製
薬
は
祖
甲
。
ま
た
、
こ
こ
か
ら
も
歴
組
の
五
霞
が
殿
下
を
指
す

称
謂
で
あ
る
こ
と
が
証
明
で
き
る
）
、
逆
に
歴
組
の
父
乙
は
股
王
と
の
同
感
が
少
な
く
、
第
一
期
の
畑
瀬
・
痛
楚
と
同
様
に
般
王
以
外
を
指
す
称
謂

で
あ
る
と
分
か
る
。
ま
た
、
歴
組
の
父
乙
や
第
一
期
の
父
丁
・
父
戊
は
歯
黒
に
「
祖
某
」
が
比
較
的
少
な
く
、
兄
や
子
も
祀
ら
れ
て
お
り
、
段

王
以
外
の
祭
祀
の
「
父
を
中
心
と
し
た
近
親
者
へ
の
祭
祀
」
と
い
う
特
徴
も
満
た
し
て
い
る
。

145 （675）



以
外
の
人
物
に
対
す
る
祭
紀
が
降
版
に
な
る
例
は
、
上
甲
と
子
癸
の
岡
版
（
合
塞
一
三
五
三
八
）
や
大
野
・
大
脳
・
中
丁
と
母
己
・
兄
戊
の
同
版

（
合
集
一
三
六
四
六
）
な
ど
が
あ
り
、
少
数
で
は
股
王
を
指
す
称
謂
と
す
る
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
「
三
に
」
（
原
辞
「
三
〔
よ
り
父
乙
に

表8　父称謂同版関係表

1期父乙 2期二丁 3期父甲 歴組父丁 歴組父乙 1期父丁 1期父戊

般王称謂 上甲　6 上甲　1 上甲　2 上甲　28 上甲　2 卜丙　1

大回　6 ［二丁　1 ［二日　1 示壬　ユ 三〔　1

大丁　ユ 大喝　1 大玉　3 大八　13 大乙　1

大甲　4 大丁　3 大T　l 二丁　2 大仁　1

示壬　1 大甲　1 大庚　1 大甲　11

下乙　5 大庚　1 一二　1 高祖乙ユ

莞甲　5 中丁　2 小乙　2 禿甲　1

南庚　6 小乙　9 后祖丁2 小丁　2

象甲　！ 小乙　9

単純合計 35 ！9 13 68 5 1 0

非王称謂 竜甲　1 祖甲　1 祖戊　1 国訓　1 天庚　1

全室　4 兄辛　1 別皿　1 祖己　1 天田　1

祖霊　1 中坐　2 批乙　1 祖庚　2 入乙　4

祖戊　1 批丁　ユ 父戊　3 祖戊　2
母壬　　1 娩乙　ユ 祖庚　4

豊里　1 兄己　1 批乙　2

立田　2 四脚　ユ 亜聖　1

兄丁　4 子丁　1 父丁　3

子庚　2 兄戊　1

子庚　2

単純合計 6 0 5 0 12 13 21

判断不能 祖乙　13 祖乙　5 祖辛　1 闇闇　1 祖乙　4 批辛　2 血痂　1

祖辛　1ユ 祖辛　2 祖丁　22 祖乙　25 祖丁　2 批癸　1 批己　ユ

祖丁　15 祖丁　3 父己　4 祖辛　2 批壬　2 生塗　2

批庚　1 批庚　4 父庚　2 祖丁　5 批癸　1 垂垂　2

幾己　7 母辛　1 批辛　7 娩丙　2 父甲　2 野望　1

腸曲　1 兄己　4 批甲　ユ 批庚　1 豊里　2

批癸　2 兄庚　3 批庚　ユ

父甲　3 親里　ユ

父庚　6 批癸　1

鰻止　5

空理　3

単純合計 67 22 40 36 13 3 7

場
合
の
よ
う
に
寸
意
以
外
の

廿
日
が
二
王
に
当
て
は
め
ら

れ
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
な

く
、
む
し
ろ
十
干
称
謂
が
広

く
行
わ
れ
て
い
た
以
上
、
起

こ
っ
て
当
然
の
こ
と
だ
っ
た

　
　
　
⑥

と
い
え
る
。
な
お
、
歴
組
の

「
父
乙
」
が
先
王
と
同
版
に

見
ら
れ
る
例
に
は
「
三
〔
」

（
合
集
三
一
九
九
七
）
、
上

甲
・
大
乙
・
二
三
（
屯
南
七

五
一
）
、
上
甲
（
合
集
三
二
二

二
六
）
の
三
例
が
あ
る
が
、

先
王
に
対
す
る
祭
祀
と
先
王

　
こ
の
よ
う
に
、
三
組
の

「
父
島
」
は
丁
寧
を
指
す
も

の
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
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至
る
」
）
に
つ
い
て
は
、
同
じ
歴
組
に
「
上
甲
・
三
〔
・
二
示
」
（
合
集
三
二
三
四
九
）
と
あ
る
三
［
（
〔
乙
・
〔
丙
・
E
T
）
と
考
え
ら
れ
る
が
、

し
か
し
第
一
期
で
は
あ
る
が
「
三
〔
よ
り
耳
甲
に
至
る
面
争
」
と
い
う
例
が
あ
る
の
で
、
「
三
〔
」
は
土
版
関
係
か
ら
称
号
の
属
性
を
判
断
す

る
基
準
に
は
な
ら
な
い
と
い
え
る
。

　
従
来
の
説
で
は
「
父
乙
」
と
「
世
世
」
を
と
も
に
王
を
指
す
称
謂
と
し
た
た
め
、
歴
組
が
髪
上
の
二
世
代
に
わ
た
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
以
上
の
よ
う
に
歴
組
の
「
身
動
」
と
「
癌
研
」
が
股
王
で
あ
る
か
ど
う
か
を
三
層
関
係
か
ら
調
べ
た
結
果
、
「
父
丁
」
は
土
研
を
指
し

て
い
る
が
「
父
乙
」
は
股
王
で
は
な
く
、
歴
組
は
股
王
の
一
世
代
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
歴
組
の
断
代
に
は
「
父

丁
」
が
ど
の
王
を
指
し
て
い
る
の
か
だ
け
を
確
定
す
れ
ば
良
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
歴
組
に
は
直
系
合
祀
が
多
い
が
、
王
名
が
列
記
さ
れ
「
性
脳
」
を
含
む
も
の
に
は
、

甲骨祭祀と歴組の断代（落合）

「
上
甲
・
祖
乙
・
父
丁
」
（
合
集
三
二
三
八
九
）

「
上
甲
・
父
了
」
（
合
集
三
二
三
九
〇
な
ど
）

「
大
乙
・
大
丁
・
大
甲
・
祖
乙
・
小
乙
・
父
丁
」
（
合
集
三
二
四
三
九
）

「
大
乙
・
祖
乙
・
小
乙
・
父
丁
」
（
合
集
三
二
〇
八
七
な
ど
）

「
・
：
・
丁
・
大
甲
・
祖
乙
・
父
丁
扁
（
合
集
三
二
四
六
九
）

「
大
甲
・
父
丁
」
（
合
集
三
工
四
八
三
な
ど
）

「
祖
乙
・
祖
丁
・
小
乙
・
父
丁
」
（
屯
南
四
〇
一
五
）

「
祖
乙
・
后
祖
乙
・
父
丁
」
（
屯
南
二
三
六
六
）

「
祖
乙
・
父
丁
」
（
合
集
三
二
五
七
八
な
ど
）

「
父
丁
・
小
乙
・
祖
丁
・
莞
甲
・
根
辛
」
（
屯
南
二
三
四
二
）

「
小
乙
・
父
丁
」
（
合
集
三
二
三
三
五
）
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⑨

の
十
一
種
類
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
り
、
す
で
に
「
論
婦
好
墓
的
年
代
及
有
関
問
題
」
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
父
丁
の
前
が
小
乙
ま
で
し
か
降

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ら
な
い
こ
と
か
ら
、
父
丁
が
武
丁
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
歴
組
中
の
父
上
を
記
す
も
の
は
、
島
々
の
次
の
世

代
（
長
男
・
祖
庚
・
祖
甲
）
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
歴
組
で
は
「
祖
甲
」
の
祭
祀
例
数
が
五
例
と
少
な
く

（「

ヲ
噤
v
は
二
一
九
例
）
一
名
と
判
断
で
き
る
例
も
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
祖
甲
」
が
尊
王
以
外
の
乖
離
で
あ
り
、
股
王
の
祖
甲
が
祀
ら
れ

て
い
な
い
と
判
断
で
き
る
こ
と
も
、
歴
組
を
第
四
期
と
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
。

　
な
お
、
歴
組
の
食
逸
に
つ
い
て
は
孫
王
を
指
す
虚
血
で
は
な
い
の
で
、
父
丁
を
記
し
た
も
の
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
段
王

の
世
系
を
基
準
と
し
た
断
代
は
で
き
な
い
。

　
残
る
問
題
は
、
七
島
（
正
確
に
は
「
父
丁
」
を
祀
る
歴
組
）
が
祖
己
・
祖
庚
・
祖
甲
の
ど
の
王
の
時
代
に
お
け
る
も
の
か
で
あ
る
が
、
そ
の
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
か
り
と
な
る
の
は
、
第
二
期
に
は
「
兄
己
」
が
王
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
歴
組
に
は
兄
己
の
称
謂
が
全
く
見
え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ

こ
か
ら

　
　
①
歴
組
訂
祖
己
期
。
第
二
期
1
1
祖
庚
・
祖
甲
期
。

　
　
②
歴
紐
催
祖
庚
期
。
第
二
期
目
祖
甲
期
。
祖
己
は
、
祖
甲
期
に
王
と
し
て
追
加
さ
れ
た
。

の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
①
は
単
純
に
、
「
兄
己
偏
が
祀
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
歴
組
が
祖
己
を
兄
王
と
す
る
祖
庚
期
ま
で
は

降
ら
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
②
は
や
や
複
雑
で
あ
る
が
、
祖
己
は
実
際
に
は
王
位
に
は
な
く
、
何
ら
か
の
理
由
で
祖
甲
期
に
殴
王
の
系

譜
に
追
加
さ
れ
た
た
め
、
雄
心
期
に
は
王
名
と
し
て
見
え
ず
、
心
落
期
に
な
っ
て
初
め
て
肥
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

②
は
、
『
史
記
田
螺
本
紀
・
三
代
世
譜
で
は
王
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
優
先
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
二
・
五
期
の
甲
骨
文
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

心
匠
（
第
二
期
で
は
兄
己
）
は
強
弓
で
祀
ら
れ
て
お
り
、
第
二
期
以
降
で
は
王
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
一
方
『
史
記
』
の
系
譜
は
甲
骨
文
の

系
譜
に
近
く
、
㎎
史
記
』
が
使
用
し
た
系
譜
が
甲
骨
文
に
近
い
情
報
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
祖
己
が
実
在
の
王
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う

と
、
第
二
期
以
降
に
王
と
し
て
祀
ら
れ
た
追
尋
は
当
然
系
譜
に
記
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
整
合
で
き
な
い
。
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甲屑’祭祀と歴組の断代（落合）

　
し
か
し
、
祖
己
の
実
在
に
つ
い
て
は
甲
骨
文
か
ら
は
決
定
的
な
証
拠
が
な
い
の
で
、
文
献
に
拠
っ
て
考
え
た
い
。
先
秦
の
文
献
に
祖
考
の
名

が
見
え
る
の
は
『
尚
書
』
高
宗
離
日
だ
け
で
あ
る
が
、
「
孝
己
」
に
つ
い
て
の
伝
説
は
多
く
、
『
戦
国
男
眉
『
荘
子
』
『
管
子
』
の
他
、
『
缶
子
廓

大
略
篇
で
は
「
虞
舜
・
孝
己
、
孝
零
丁
不
愛
漏
と
し
、
『
算
氏
春
秋
騒
必
己
篇
で
は
「
親
莫
不
欲
聖
子
能
筆
、
而
孝
未
必
愛
、
故
孝
己
疑
而
丁

子
悲
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
漢
の
作
と
さ
れ
る
『
孔
子
耳
語
』
で
は
「
武
士
以
後
妻
殺
孝
己
」
と
し
、
『
世
説
新
語
』
で
は
「
高
宗
放
孝

子
孝
己
」
と
し
て
い
る
。
『
史
記
』
の
時
点
で
『
孔
子
平
語
』
や
『
世
説
新
語
』
の
よ
う
な
伝
説
が
成
立
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な

い
が
、
し
か
し
「
祖
語
」
と
「
孝
己
」
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う
連
想
は
自
然
で
あ
り
、
後
漢
以
後
の
孝
己
の
伝
説
か
ら
見
て
も
「
親
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

愛
」
の
孝
己
、
つ
ま
り
祖
巴
が
即
位
し
て
い
な
い
と
し
て
系
譜
か
ら
削
除
す
る
の
も
同
様
に
自
然
な
推
測
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
祖

己
以
外
に
つ
い
て
先
世
の
文
献
を
見
る
と
、
「
王
で
は
な
か
っ
た
」
と
す
る
意
の
記
述
が
あ
る
の
は
『
孟
子
』
萬
章
篇
上
で
「
三
崩
、
太
丁
子

立
、
外
心
二
年
、
中
壬
四
年
」
と
し
て
い
る
太
丁
（
大
了
）
だ
け
で
あ
り
、
噛
史
記
』
で
は
『
孟
子
』
が
「
未
立
偏
と
し
て
い
る
の
を
「
未
立

卒
」
と
改
め
、
太
丁
を
王
と
し
て
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
祖
己
が
削
除
さ
れ
た
と
い
う
明
確
な
証
拠
は
な
い
も
の
の
、
甲
骨
文
に
見
え
る
王
の
中
で
後
世
の
伝
説
に
よ
っ
て
『
史
記
』

で
逸
名
か
ら
削
除
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
大
量
と
祖
己
だ
け
で
あ
り
、
か
つ
甲
骨
文
に
見
え
る
王
の
中
で
『
史
記
』
で
王
と
さ
れ
な
い
の

も
大
丁
と
祖
己
だ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
祖
己
は
王
で
あ
っ
た
が
後
世
に
職
名
か
ら
削
除
さ
れ
た
と
考
え
、
本
稿
で
は
避
妊
を
祖
己
期
と
す
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
歴
組
縫
祖
己
期
と
す
る
立
場
を
と
る
が
、
祖
早
期
に
せ
よ
祖
型
期
に
せ
よ
、
歴
組
が
従
来
の
第
一
期
と
第
二
期
の
間
に
当
た

る
こ
と
は
岡
じ
で
あ
る
。

　
①
門
歴
組
」
の
命
名
も
李
学
勤
に
よ
る
（
「
股
虚
五
号
墓
座
談
紀
要
」
三
四
五
頁
、
　
③
董
嘉
賓
『
股
暦
恩
義
で
は
第
τ
三
・
四
期
（
黒
作
賓
の
第
四
期
は
第
一
期
と

　
　
「
論
一
婦
好
㎞
墓
的
年
代
望
潮
関
問
題
」
三
五
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歴
組
で
あ
る
）
を
「
旧
派
扁
、
第
…
丁
五
期
を
門
新
派
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、

　
②
こ
う
し
た
歴
組
卜
辞
の
断
代
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
池
澤
優
「
紫
骨
断
代
分
　
　
旧
・
新
と
い
う
方
法
が
適
硝
で
き
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
一
期
と
王
期
、
二

　
　
期
上
の
最
近
の
問
題
三
一
中
国
に
お
け
る
『
歴
組
』
論
争
1
」
に
詳
し
く
ま
　
　
　
　
　
期
と
五
期
と
い
う
離
れ
た
漁
期
に
も
類
似
点
が
あ
る
。

　
　
と
め
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④
三
四
頁
。
董
作
賓
の
十
個
の
標
準
に
つ
い
て
、
「
断
想
研
究
を
可
能
に
し
た
論
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理
と
は
…
…
つ
ま
り
、
『
称
謂
扇
を
媒
介
と
し
て
世
系
表
の
な
か
に
固
定
し
う
る

　
甲
骨
片
を
発
見
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
」
「
三
の
㎎
貞
人
隔
以
下
、
十
の

　
噸
轡
体
』
ま
で
の
八
個
の
『
標
準
』
…
…
そ
れ
は
、
わ
か
り
易
く
い
え
ば
、
似
た

　
も
の
（
腫
同
時
期
の
も
の
）
を
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
す
る
た
め
の
論
理
だ
っ
た
の
で
あ

　
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑤
た
だ
し
、
股
王
と
「
同
寸
同
干
」
の
称
謂
が
少
数
混
入
し
て
い
る
可
能
性
は
否

　
定
で
き
な
い
。

⑥
例
え
ば
、
股
代
の
金
文
に
も
股
王
と
十
干
が
同
じ
男
性
称
謂
が
多
く
あ
る
が
、

　
こ
の
う
ち
何
割
か
は
股
王
と
鷲
行
が
　
致
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
合
集
三

　
一
九
九
三
「
禦
祖
癸
蒙
、
祖
乙
琢
、
祖
嘉
事
琢
」
の
「
強
襲
」
は
称
謂
か
ら
は
股

　
王
に
当
て
は
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
前
後
に
合
紀
さ
れ
て
い
る
「
祖
癸
」

　
「
祖
戊
」
が
股
王
に
当
て
は
め
ら
れ
な
い
称
謂
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
祖

　
乙
」
も
君
王
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

⑦
寄
集
＝
二
六
四
六
は
第
一
期
な
の
で
殿
王
世
系
中
の
母
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、

　
小
乙
の
配
批
の
批
庚
（
母
庚
）
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

⑧
「
上
甲
よ
り
里
離
に
至
る
」
や
「
上
甲
よ
り
十
示
」
の
よ
う
に
、
祭
祀
対
象
と

　
な
る
同
名
を
省
い
て
い
る
も
の
も
多
い
。

⑨
　
三
七
頁
。

⑩
歴
組
で
王
名
が
列
記
さ
れ
、
か
つ
「
父
丁
」
を
含
ま
な
い
直
系
合
祀
に
も
、

　
「
上
甲
・
大
乙
・
大
丁
・
大
甲
・
大
庚
・
大
戊
・
中
直
・
祖
乙
・
磐
戸
・
祖
丁
偏

　
（
合
集
三
二
三
八
五
）
や
「
上
甲
・
大
乙
・
大
酒
・
大
県
扁
（
合
集
三
二
三
入
七
）

　
な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
小
乙
よ
り
後
に
降
る
こ
と
は
な
い
。

⑪
第
二
期
に
は
先
王
と
同
様
に
「
兄
弟
」
が
周
祭
で
祀
ら
れ
て
い
る
（
合
集
二
三

　
　
四
一
・
二
三
四
七
八
な
ど
）

⑫
五
祀
は
第
三
期
に
も
少
数
で
あ
る
が
見
ら
れ
、
祖
業
（
第
三
期
で
は
「
父
己
」

　
の
称
謂
）
に
も
五
夏
中
の
多
で
祀
ら
れ
て
い
る
例
が
一
例
あ
る
（
屯
南
山
四
五

　
三
）
。

⑬
糊
史
記
蝕
以
前
に
も
股
の
系
譜
と
文
献
と
を
比
較
し
改
訂
が
さ
れ
る
機
会
が
あ

　
つ
た
の
で
あ
れ
ば
、
祖
己
の
削
除
は
そ
の
時
点
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ

　
る
。
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第
三
節
　
先
行
研
究
と
の
対
比

　
前
節
で
は
系
譜
と
称
謂
を
分
析
し
、
歴
組
が
祖
己
期
（
第
一
期
と
第
工
期
の
闘
）
に
当
た
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
結

果
と
先
行
研
究
と
を
対
比
し
検
証
す
る
。

　
世
系
・
称
謂
以
外
の
記
述
内
容
で
断
代
の
基
準
と
な
る
の
は
、
主
に
董
作
賓
の
十
個
の
標
準
で
い
う
「
人
物
」
で
あ
り
、
歴
組
に
見
え
る
人

物
は
第
一
期
に
近
く
、
祖
年
期
と
す
る
こ
と
を
支
持
し
て
い
る
。
歴
組
を
第
四
期
と
す
る
瀟
楠
「
論
武
乙
・
文
丁
卜
辞
」
「
再
論
武
乙
・
耳
蝉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

卜
辞
」
で
は
、
「
不
是
同
一
個
人
」
つ
ま
り
同
名
の
別
人
と
す
る
こ
と
で
、
第
一
期
と
歴
組
で
人
名
が
近
い
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、

同
名
の
別
人
と
い
う
考
え
方
の
是
非
は
と
も
か
く
、
離
れ
た
時
期
の
方
が
同
じ
人
名
が
多
い
と
い
う
の
は
や
は
り
不
自
然
で
あ
り
、
人
名
か
ら
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は
歴
組
を
第
四
期
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
次
に
検
証
す
る
の
は
地
層
関
係
で
あ
り
、
豊
作
賓
の
十
個
の
標
準
で
い
う
坑
位
に
分
類
で
き
る
。
第
四
期
派
が
有
力
な
証
拠
と
し
て
挙
げ
て

い
る
の
が
こ
の
地
層
関
係
で
あ
り
、
「
再
論
武
乙
・
文
丁
卜
辞
し
で
は
、
遺
物
に
よ
っ
て
地
層
の
相
対
年
代
を
考
証
す
る
と
と
も
に
、
打
破
関

係
に
よ
っ
て
新
旧
が
分
か
る
六
組
の
坑
を
挙
げ
、
出
土
し
た
甲
骨
文
の
時
期
か
ら
歴
組
を
第
四
期
ど
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
表
9
の
走
り
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

あ
り
、
「
新
し
い
坑
に
古
い
遺
物
が
混
入
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
古
い
坑
に
は
新
し
い
遺
物
が
混
入
す
る
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
理
論
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ば
、
評
言
を
第
四
期
と
す
る
の
は
妥
当
に
思
え
る
。
し
か
し
、
地
層
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
遺
物
の
時
代
を
判
断
す
る
に
は
、
少
な
く
と
も
遺
物
の
一
部
が
地
層
と
同
時

動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
遺
物
の
使
用
か
ら
埋
土
ま
で
の
時
間
が
短
い
こ
と
（
仮

舵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
遺
物
の
「
同
時
性
」
と
呼
ぶ
）
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
遺
物
の
前
後
関
係
か

關
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
時
代
を
判
断
す
る
に
は
・
遺
物
の
間
で
使
用
か
ら
埋
土
に
至
る
ま
で
に
時
間

丁文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
な
混
乱
が
な
い
こ
と
（
仮
に
遺
物
の
「
連
続
性
」
と
呼
ぶ
）
が
必
要
で
あ
る
、

飴
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
桜
甲
骨
は
そ
の
望
状
況
か
ら
見
る
と
・
「
同
時
性
」
蓮
続
性
L
は

論再
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
必
ず
し
も
高
く
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
同
病
か
ら
出
土
す
る
甲
骨
の
数
に
は

σ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
例
し

表9　小屯南地坑位
　，　　　　　　　　　　　　噛
g別書i制肺・期薄塗愛磐類第・期i幽光分期　…

　，
謌齣giH57i　△　　　　○　　　　○　　　　○　　　　△　　i　晩期

iH85i△　　○　　○　　○　　一　i中期二組
l　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
iH99i　l⊃　　　○　　　　一　　　　一　　　　一　　i中期一組．

第二組iH75i　一　　　〇　　　△　　　ロ　　　一　i中期二組
1　　　　；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
iH92i　△　　　　△　　　　一　　　　一　　　　一　　i中期一組

第三組iH58i　△　　　○　　　○　　　△　　　△　　i　晩期
1　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

iH84i　△　　　○　　　ロ　　　一　　　一　i中期二組

第四組iH47i□　　　○　　　O　　　m　　　－　i中期二紐
l　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
i　H55　1　　　一　　　　　　　△　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　i中共弓一組

第五組lH24i　一　　　〇　　　〇　　　〇　　　一　i中期二組
1　　　　；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

iH39i　一　　　〇　　　□　　　ロ　　　一　i中期二組
iH37i　＿　　　　△　　　　△　　　　一　　　　一　　i中期一組

　t　　　　　　　　　　　　　　l

譏Z組iH24i　一　　　〇　　　〇　　　〇　　　一　i中期二組

iH36i一　　ロ　　［3　一　　一　i中期一組

D一・2

一… ﾈ
○…3例以上

△…1例

多
寡
が
あ
る
が
、
例
え
ば
段
櫨
第
二
二
次
発
掘
で
は
Y
H
＝
毛
革
か
ら
八
千

片
を
越
え
る
甲
骨
が
出
土
し
、
同
じ
く
Y
H
O
O
六
坑
・
B
＝
兵
語
や
第
～

五
次
発
掘
の
Y
H
二
五
一
坑
か
ら
は
や
や
小
規
模
な
が
ら
約
二
百
片
が
出
土
し

て
い
る
。
同
坑
か
ら
多
数
出
土
し
た
甲
骨
は
、
あ
る
程
度
の
期
間
の
集
積
・
貯

蔵
を
経
た
後
の
廃
棄
（
「
埋
蔵
」
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
）
で
あ
る
は
ず
な
の

で
、
長
期
間
の
集
積
・
貯
蔵
と
い
う
こ
と
か
ら
「
同
時
性
」
が
薄
く
、
集
積
後
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の
廃
棄
と
い
う
こ
と
か
ら
使
用
順
と
廃
棄
順
の
一
致
は
期
待
で
き
ず
「
連
続
性
扁
が
薄
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
多
数
の
甲
骨
が
出
土
す
る
坑
は
小
屯
島
地
で
は
特
に
多
く
存
在
し
、
H
二
坑
か
ら
は
四
五
七
片
、
H
二
四
坑
か
ら
は
一
二
〇
一
片
、

H
五
七
坑
か
ら
は
二
〇
〇
片
、
M
＝
ハ
墓
か
ら
は
六
三
〇
片
が
出
土
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
小
屯
島
地
で
は
他
に
は
見
ら
れ
な
い
例
外
的
な
特

徴
と
し
て
、
同
上
か
ら
複
数
の
時
期
の
甲
骨
が
出
土
し
て
お
り
、
最
も
長
い
も
の
で
は
第
一
期
か
ら
第
五
期
の
甲
骨
が
出
土
し
て
い
る
（
表
9

参
照
）
。
ま
た
、
小
門
南
地
で
は
順
が
前
後
す
る
坑
で
も
二
つ
以
上
の
時
期
の
甲
骨
が
重
複
し
て
お
り
、
例
え
ば
表
9
の
「
第
一
組
」
で
は
、

H
八
五
坑
と
H
九
九
坑
で
は
第
一
期
と
第
三
期
が
重
複
し
、
H
五
七
坑
と
H
八
五
坑
で
は
第
一
期
・
第
三
期
・
歴
組
が
重
複
し
て
出
土
し
て
い

る
。　

甲
骨
に
は
集
積
・
貯
蔵
後
に
廃
棄
さ
れ
る
と
い
う
性
質
が
あ
る
こ
と
と
、
小
屯
島
地
に
多
数
の
甲
骨
が
出
土
し
た
坑
が
多
い
こ
と
、
そ
し
て

小
心
平
地
で
は
同
坑
か
ら
複
数
の
時
期
の
甲
骨
が
出
土
す
る
と
い
う
特
徴
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
小
湘
南
地
の
甲
骨
は
他
の
遺
物
の
よ
う
に

「
使
用
済
み
」
の
も
の
か
ら
順
次
廃
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
甲
骨
全
体
が
第
一
期
・
歴
組
・
第
三
期
と
い
う
例
外
的
な
長
期
間
に
わ
た
っ
て

集
積
さ
れ
た
後
に
何
回
か
に
分
け
て
廃
棄
さ
れ
た
た
め
に
、
時
期
の
違
う
甲
骨
が
同
仁
で
出
土
し
、
順
番
が
前
後
と
な
る
坑
で
も
時
期
の
重
な

る
甲
骨
が
出
土
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
小
高
癖
地
の
甲
骨
は
「
問
時
性
」
「
連
続
性
」
が
薄
く
、
前
掲
の
理
論
で
言
い
換
え
れ
ば
、

小
亭
南
地
か
ら
出
土
し
た
甲
骨
は
集
積
・
貯
蔵
さ
れ
た
「
古
い
遺
物
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
混
合
さ
れ
て
「
算
し
い
坑
」
に
埋
め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
遺
物
の
前
後
と
坑
の
前
後
に
は
因
果
関
係
は
求
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
地
層
の
相
対
年
代
を
そ
の
ま
ま
遺
物
に
当
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

め
る
方
法
も
不
可
能
に
な
る
。

　
出
土
状
況
と
い
う
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
小
屯
南
瓦
で
は
主
に
歴
組
と
第
三
期
が
出
土
し
て
お
り
、
歴
組
を
祖
亭
亭
と
す
る
と
、
第
二
期
を
挟

ん
で
断
絶
し
て
お
り
、
不
自
然
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
集
積
さ
れ
た
後
に
廃
棄
さ
れ
る
と
い
う
甲
骨
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
歴
組
と
第
三
期

の
主
催
者
に
は
何
ら
か
の
近
い
関
係
が
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
だ
け
で
、
こ
れ
自
体
が
矛
盾
し
た
事
実
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
は
貞
人

の
交
代
や
称
謂
の
十
干
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
、
王
ご
と
に
出
自
集
団
が
違
う
こ
と
の
実
例
と
し
て
考
え
ら
れ
、
亭
亭
と
第
三
期
は
同
一
あ
る
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い
は
近
い
系
統
の
集
団
に
よ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
歴
組
で
は
磁
器
と
父
音
が
同
版
に
な
く
、
か
つ
父
島
と
同
版
の
称
謂
と
父
丁

（
武
丁
）
と
同
版
の
漁
期
で
重
な
る
も
の
が
少
な
い
（
表
8
参
照
）
こ
と
を
、
歴
組
の
父
乙
を
祀
る
も
の
と
父
丁
を
祀
る
も
の
が
時
期
が
異
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
（
父
乙
が
遅
れ
る
）
た
め
と
解
釈
す
れ
ば
、
歴
組
と
第
三
期
の
時
間
的
な
断
絶
は
解
消
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
歴
組
が
武
乙
・
文
丁
期
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
さ
れ
る
も
の
に
は
、
「
二
十
示
」
と
い
う
用
語
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
歴
組
に
は
「
大
幣
」

「
小
示
」
「
雲
斗
」
の
よ
う
な
用
語
が
多
く
、
「
示
」
に
は
「
上
甲
よ
り
大
工
・
二
丁
・
大
幕
・
大
庚
・
大
壁
・
申
丁
・
祖
乙
十
示
」
（
合
集
三
二

三
八
五
）
や
「
五
示
上
甲
・
成
・
大
漁
・
大
甲
・
祖
乙
」
（
合
集
二
四
八
）
と
い
う
用
法
も
あ
り
（
後
者
は
第
一
期
）
、
い
ず
れ
も
直
系
の
先
王
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
こ
と
か
ら
、
「
二
十
示
」
は
文
聖
衆
の
直
系
の
先
王
の
数
と
一
致
し
第
四
期
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
も
決
定
的
な

欠
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
歴
組
で
は
君
王
の
祖
甲
が
配
ら
れ
て
お
ら
ず
、
「
父
乙
」
も
殴
王
で
は
な
い
こ
と
で
あ
り
、
「
二
十

示
」
と
い
う
数
字
に
合
わ
な
く
な
る
。
さ
ら
に
「
示
」
に
は
多
種
の
用
例
が
あ
り
、
「
幾
示
」
が
す
べ
て
減
数
を
表
す
の
か
と
い
う
根
本
的
な

問
題
も
あ
る
が
、
「
二
十
示
」
を
祭
祀
対
象
の
王
数
と
し
て
も
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
第
一
期
で
段
王
以
外
の
称
謂
で
は
あ
る
が
「
二

心
父
丙
・
父
戊
」
（
合
集
二
二
〇
九
八
）
と
い
う
例
が
あ
り
、
直
系
の
「
父
」
は
一
人
で
あ
る
は
ず
な
の
で
、
こ
の
例
で
は
少
な
く
と
も
父
丙
か

父
戊
の
ど
ち
ら
か
が
傍
系
で
あ
り
、
こ
れ
に
照
ら
せ
ば
「
二
十
示
」
が
畳
数
で
あ
る
と
し
て
も
直
系
の
み
を
指
す
と
は
限
ら
ず
、
傍
系
を
含
ん

で
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
甲
骨
文
の
祭
祀
で
は
全
般
的
に
書
記
対
象
に
直
系
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
五
心
」
「
斎
燈
扁
な
ど
の
比
較

的
少
数
の
祭
祀
で
は
、
必
然
的
に
直
系
の
王
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
歴
組
で
紀
ら
れ
て
い
る
先
王
の
数
は
「
父
丁
（
武
丁
と
を
含
め

　
　
　
　
⑦

て
二
十
四
王
あ
り
、
「
二
十
示
」
は
、
対
象
が
傍
系
に
ま
で
広
げ
ら
れ
た
祭
祀
と
考
え
ら
れ
る
（
二
十
は
概
数
で
あ
り
先
王
を
全
て
祀
っ
た
祭
祀
と

も
考
え
ら
れ
る
）
Q

　
以
上
の
よ
う
に
先
行
研
究
と
の
対
比
を
行
っ
た
が
矛
盾
を
生
じ
る
要
素
は
な
く
、
前
節
で
得
ら
れ
た
、
結
言
が
第
一
期
と
第
二
期
の
間
に
入

る
と
い
う
結
論
に
問
題
は
な
い
と
確
認
で
き
た
。
次
節
で
は
、
歴
組
を
含
め
た
甲
骨
文
全
体
と
世
系
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
。

　
①
画
論
武
乙
・
文
丁
卜
辞
」
五
八
頁
で
は
、
同
名
の
人
物
が
見
え
る
こ
と
に
つ
い
　
　
て
、
方
国
名
・
地
名
と
恩
名
が
一
致
し
て
い
る
例
を
挙
げ
「
以
国
為
氏
偏
と
し
、
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第
一
期
と
三
組
に
共
通
し
て
見
え
る
の
は
個
人
の
名
で
は
な
く
氏
の
名
と
し
て
い

　
る
。

②
「
再
論
武
乙
・
文
丁
卜
辞
」
一
七
四
頁
。
「
在
考
古
発
掘
中
、
地
層
・
坑
位
是

　
判
断
遺
物
時
代
早
晩
的
依
拠
。
早
期
地
層
和
起
首
西
出
早
期
遺
物
、
不
能
出
晩
期

　
遺
物
；
晩
期
的
地
崩
和
灰
製
薬
出
晩
期
遺
物
外
、
還
可
能
出
部
分
早
期
遺
物
。
所

　
以
、
遺
物
與
其
所
出
之
坑
位
的
時
代
有
時
並
不
完
全
～
致
。
倶
是
、
盤
愚
母
此
、

　
早
期
遺
物
首
先
懸
當
出
現
在
早
期
的
地
層
和
灰
坑
中
、
這
是
無
容
置
疑
的
。
扁

③
た
だ
し
、
小
屯
無
地
の
甲
骨
に
は
第
五
期
の
も
の
が
少
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

　
埋
蔵
時
期
を
第
三
期
宋
期
～
第
五
期
初
期
ご
ろ
と
す
る
な
ら
ば
、
地
層
の
相
対
年

　
代
に
よ
り
埋
蔵
時
期
を
武
乙
・
文
丁
期
と
す
る
齎
楠
の
考
証
は
、
地
層
の
年
代
と

　
い
う
点
で
は
正
し
い
こ
と
に
な
る
。

④
こ
れ
は
や
や
希
望
的
観
測
で
あ
る
が
、
前
稿
（
二
六
頁
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

　
同
じ
グ
ル
ー
プ
の
甲
骨
文
で
も
股
王
を
幽
し
て
い
た
時
期
と
そ
う
で
な
い
時
期
の

　
も
の
が
混
ざ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
た
も
の
で
あ
り
、
歴
組
で
は
父
乙

　
と
山
立
が
同
文
に
な
く
、
か
つ
父
乙
と
同
版
の
称
謂
と
丁
丁
（
丁
丁
）
と
同
版
の

　
称
謂
で
重
な
る
も
の
が
少
な
い
（
表
8
参
照
）
こ
と
か
ら
、
留
立
を
祀
る
歴
組
と

　
父
乙
を
紀
る
歴
組
に
は
時
代
的
に
ず
れ
が
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
父

　
乙
を
肥
る
歴
組
が
父
乙
を
祀
る
も
の
よ
り
も
遅
れ
、
第
二
期
に
当
た
る
も
の
だ
と

す
れ
ば
、

き
る
。

歴
組
と
第
三
期
に
連
続
牲
が
現
れ
、
次
の
表
の
よ
う
な
関
係
を
想
定
で

　
た
だ
し
、
父
乙
は
藩
王
で
は
な
い
た
め
、
断
代
の
基
準
で
あ
る
股
王
世
系
と
の
比

　
較
が
で
き
ず
、
現
在
の
と
こ
ろ
父
乙
を
祀
る
下
組
の
時
代
決
定
は
で
き
な
い
。

⑤
コ
不
感
」
に
つ
い
て
は
「
甲
骨
文
帯
代
研
究
例
」
に
す
で
に
文
丁
期
の
記
述

　
と
し
て
指
摘
が
あ
る
。

⑥
　
上
甲
・
E
乙
・
E
丙
・
〔
丁
・
嘉
事
・
示
癸
・
大
乙
・
大
込
・
大
行
・
大
庚
・

　
陽
画
・
中
丁
・
祖
乙
・
南
北
・
祖
丁
・
小
菊
・
武
豊
・
祖
甲
・
康
丁
・
武
乙
の
二

　
十
王
。

⑦
上
甲
・
〔
乙
・
に
丙
・
E
丁
・
示
壬
・
示
癸
・
大
乙
・
大
面
・
大
甲
・
大
庚
・

　
小
甲
・
大
戊
・
中
島
・
菱
甲
・
祖
乙
・
祖
辛
・
嘉
島
・
祖
丁
・
南
庚
・
象
甲
・
般

　
庚
・
小
辛
・
小
乙
・
五
黄
。
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第
四
節
　
世
系
に
よ
る
断
代
の
再
検
討

前
節
ま
で
に
、
屡
説
は
祖
己
期
（
祖
庚
期
の
可
能
性
も
あ
る
）
の
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
第
～
期
と
第
二
期
の
間
に
入
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
乱
作
賓
の
五
期
区
分
が
断
代
の
基
準
と
し
て
は
不
十
分
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
歴
組
を
祖
己
惚
と
す
る
こ
と

に
よ
り
、
従
来
の
第
四
期
（
武
豊
・
文
了
期
）
が
甲
骨
文
の
空
白
期
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
も
生
じ
る
。
本
節
で
は
こ
う
し
た
問
題
か



甲骨祭祀と歴組の断代（落合）

ら
、
世
系
と
甲
骨
文
断
代
の
関
係
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

　
堅
守
を
祖
己
期
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
武
乙
・
文
丁
期
は
従
来
の
方
法
で
は
空
自
期
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
武
乙
・
文
丁
期
を

「
第
四
期
」
と
し
て
排
他
的
に
定
義
す
る
か
ら
こ
そ
「
空
白
期
」
と
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
方
法
で
は
第
四
期
の
甲
骨
文
が
な
く
な
る

の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
「
第
四
期
」
と
い
う
定
義
自
体
が
無
意
味
で
あ
り
、
「
第
四
期
1
1
武
乙
・
文
丁
期
」
と
い
う
枠
組
み
自
体
を
取
り
去
っ

て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
ひ
と
ま
ず
「
第
四
期
1
1
武
乙
・
文
丁
期
」
と
い
う
定
義
を
無
効
に
し
、
他
の
甲
骨
文
か
ら
武
乙
・
文
二
期
の
も
の
を
見
つ
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
が
、
そ
の
方
法
に
は
前
節
ま
で
と
同
様
、
先
王
の
祭
祀
を
基
準
と
し
て
用
い
る
。

　
第
三
期
の
甲
骨
文
の
祭
祀
対
象
に
は
函
数
は
少
な
い
が
「
祖
甲
」
の
二
品
が
あ
り
、
こ
の
「
祖
甲
」
に
は
、
船
影
の
う
ち
の
「
脅
」
で
肥
ら

れ
て
い
る
例
（
合
塞
毛
三
三
六
）
が
あ
る
。
五
祀
は
第
三
期
に
も
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
対
象
と
例
数
を
ま
と
め
た
の
が
表
1
0
で
あ
る
。
こ
れ

を
見
る
と
第
三
期
の
五
肥
の
対
象
は
す
べ
て
股
王
と
そ
の
活
魚
に
限
ら
れ
て
お
り
、
五
肥
で
祀
ら
れ
た
「
諸
費
」
は
股
王
の
称
謂
で
あ
る
と
分

か
る
。
つ
ま
り
第
三
期
に
は
段
王
の
真
鶴
を
「
祖
」
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
第
三
期
の
甲
骨
文
に
は
祖
甲
よ
り
二
代
後
の
武
乙
代
の

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
三
期
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
が
武
乙
代
の
甲
骨
文
の
す
べ
て
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
な
お
検

討
を
要
す
る
問
題
で
あ
り
、
貞
人
が
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
や
非
王
卜
辞
な
ど
他
の
甲
骨
文
に
も
亀
虫
代
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も

残
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
期
の
甲
骨
文
の
祭
祀
対
象
の
う
ち
、
第
五
期
の
時
間
的
範
囲
を
推

　
傲
1
6
1
3
1
1
1
ー
ユ
2
1
6
5
1
1
！
6
1
1
f

　
伊

表10　第三期五祀

祭祀対象

上甲

肛乙

［丙

示癸

大乙

成

麿

小甲

大戊

申丁

祖乙

祖丁

小丁

后祖丁

父己

父甲

四丁爽批戊

莞甲爽批庚

祖甲

測
で
き
る
も
の
に
、
康
丁
と
武
乙
の
称
謂
が
あ
る
。
第
五
期
の
尊
墨
に
対

す
る
雪
洞
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
「
康
一
丁
」
で
あ
り
、
そ
の
他
の
例
で
も

「
康
丁
爽
批
難
」
と
あ
る
よ
う
に
、
爽
（
配
偶
の
意
）
が
「
批
」
で
あ
る

の
で
「
康
丁
」
も
「
祖
」
で
あ
る
と
わ
か
る
。
つ
ま
り
第
五
期
の
甲
骨
文
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表ユ1　i氏乙称言胃上ヒ導藍

「武乙」 「武祖乙」

称謂数 84（73％） 31（27％）

文武丁との同版 2（20％） 8（80％）

＊1　「甲寅…武…必丁…牢」（合集
　36H8）のように、ジ武乙」かr武祖
　乙」か判断できないものについては
　集糞トしていない。

＊2　文武丁には「文武帝」の称謂も含

　む

な
い
が
、
逆
に
文
武
丁
と
同
版
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は

よ
う
に
第
五
期
を
単
寧
・
磯
馴
と
す
る
と
説
明
が
で
き
ず
、

五
期
は
文
武
網
代
を
含
み
、
武
乙
に
対
し
て
文
武
壁
代
に
は

を
主
に
用
い
な
が
ら
「
武
乙
」

乙
」
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
世
系
と
甲
骨
文
断
代
の
関
係
を
検
証
す
る
上
で
、
残
る
問
題
は
実
在
し
た
王
の
確
定
で
あ
る
。
従
来
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
『
史
記
』

で
は
王
と
さ
れ
て
い
な
い
が
甲
骨
文
で
は
王
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
祖
己
と
、
逆
に
『
史
記
』
で
は
王
と
さ
れ
て
い
る
が
甲
骨
文
に
は
そ
の
名

が
見
え
な
い
魔
辛
で
あ
る
。
祖
己
に
つ
い
て
は
第
二
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
実
際
に
王
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
魔
辛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
つ
い
て
は
、
第
三
期
に
は
董
作
賓
が
魔
辛
の
称
謂
と
し
た
「
翌
翌
」
が
あ
る
も
の
の
、
第
五
期
に
は
魔
辛
に
当
た
る
理
詰
は
見
ら
れ
な
い
。

第
三
期
の
「
立
葉
」
に
つ
い
て
も
、
小
乙
と
の
土
版
（
屯
南
六
五
七
）
は
あ
る
も
の
の
、
毅
王
に
対
し
て
行
わ
れ
る
五
祀
や
先
王
と
の
合
祀
の

よ
う
な
記
述
は
な
く
、
逆
に
「
子
癸
」
と
の
合
紀
が
あ
り
（
合
集
二
七
六
三
三
）
、
股
王
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
魔
辛
は
実
在
し

は
、
豊
里
が
「
父
」
で
あ
っ
た
武
乙
期
ま
で
は
上
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
第
五
期
の
武
乙
の
滝
野
に
は

　
「
裁
乙
」
と
「
武
祖
乙
」
の
二
通
り
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
「
武
祖
乙
」
の
称
謂
に
つ
い
て
は
武
乙
が
す
で
に

　
「
祖
」
と
な
っ
て
い
た
時
期
に
使
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
康
丁
と
違
い
「
祖
」
を
含
ま
な
い
「
武

骨
」
の
称
謂
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
第
五
期
に
は
武
乙
が
ま
だ
「
祖
」
で
は
な
か
っ
た
時
期
、
つ
ま
り
文
武
丁

代
の
も
の
が
含
ま
れ
る
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
「
武
乙
」
と
「
労
祖
乙
」
が
岡
版
に
な
っ
て
い
る
例

　
（
合
集
三
六
〇
五
一
）
も
あ
り
、
称
謂
に
「
祖
」
を
含
ま
な
い
こ
と
が
単
純
に
、
ま
だ
「
祖
」
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
示
す
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
餐
行
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
表
1
1
に
文
武
丁
と
の
同
版
を
集
計

し
た
。
武
乙
に
対
す
る
称
謂
全
体
の
比
率
で
は
、
「
武
乙
」
が
七
三
％
と
多
く
、
「
武
祖
乙
」
は
二
七
％
と
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
武
勲
乙
」
の
方
が
多
く
、
一
〇
例
中
八
例
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
従
来
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
期
に
は
文
武
丁
代
が
含
ま
れ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
武
乙
」
を
用
い
、
そ
れ
以
降
（
本
証
が
「
祖
」
と
な
っ
て
か
ら
）
に
は
「
武
祖
乙
」

も
併
用
し
て
い
た
た
め
に
、
称
誉
全
体
で
は
「
武
鑑
」
が
多
い
に
も
関
わ
ら
ず
文
武
丁
と
同
版
に
は
「
武
祖
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甲骨祭爬と歴組の断代（落合）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
股
王
で
は
な
く
『
史
記
』
に
見
え
る
智
慧
は
第
三
・
五
期
の
先
王
の
祭
祀
と
は
別
系
統
か
ら
の
付
加
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
劇
場
と
甲
骨
文
の
関
係
に
つ
い
て
は
も
う
一
つ
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
は
第
五
期
の
甲
骨
文
で
は
帝
乙
が
祀
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

『
繋
属
卜
辞
筆
述
』
『
八
十
卜
辞
研
究
』
で
は
第
五
期
の
甲
骨
文
に
一
例
だ
け
見
え
る
「
父
乙
」
（
前
編
一
・
二
六
二
）
を
薫
辛
が
甲
乙
を
寵
っ

　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
第
一
節
で
検
証
し
た
よ
う
に
、
祭
祀
に
は
継
承
を
示
す
と
い
う
機
能
が
あ
り
、
帝
乙
か
ら
継
承
し
た
帝
辛
は
、

武
乙
や
文
武
了
な
ど
と
同
様
に
帝
乙
も
定
期
的
に
祀
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
全
文
が
「
細
細
…
（
欠
落
）
…
亡
尤
」
と
い
う
一
小
片
を
も

っ
て
帝
乙
を
定
期
的
に
祀
っ
た
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
従
来
の
よ
う
に
帝
辛
を
帝
乙
と
同
じ
第
五
期
甲
骨
文
の
主
催
者
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
下
輩
（
二
一
貢
）
で
は
出
自
と
聾
行
の
食
い
違
い
に
よ
り
帝
乙
の
祭
祀
が
難
し
か
っ
た
と
し
た
が
、
継
承
し
た
対
象
で

あ
れ
ば
何
ら
か
の
形
で
祀
ら
れ
た
は
ず
な
の
で
、
こ
れ
も
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
祭
祀
が
継
承
を
示
す
た
め
に
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、

第
五
期
の
甲
骨
文
で
帝
乙
が
祀
ら
れ
て
い
な
い
理
由
に
は
次
の
二
つ
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
二
つ
と
は
、

　
　
①
股
嘘
の
甲
骨
文
に
は
帝
辛
代
の
も
の
は
存
在
し
な
い

　
　
②
文
献
に
見
え
る
「
帝
乙
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
（
実
在
の
駁
王
で
は
な
か
っ
た
）

の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
①
に
つ
い
て
は
文
献
の
系
譜
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
②
は
文
献
に
見
え
る
殴
の
系
譜
に
は
甲
骨
文
に
見

え
る
系
譜
と
食
い
違
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
存
在
し
な
い
」
も
の
に
対
す
る
根
拠
は
乏
し
く
、
現
在

の
と
こ
ろ
①
と
②
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
判
断
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
第
五
期
甲
骨
文
は
文
武
丁
と
合
わ
せ
て
二
世
代
と

な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
推
定
さ
れ
る
甲
骨
文
と
般
王
世
系
の
関
係
を
表
に
す
る
と
、
表
1
2
の
よ
う
な
六
世
代
八
王
と
な
る
。
こ
れ
は
、
面
作
賓
「
甲

骨
文
断
代
研
究
例
」
が
規
定
し
た
五
期
区
分
（
表
1
3
）
と
は
異
な
る
部
分
が
少
な
く
な
い
。
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表
1
2
　
股
王
世
系
…
甲
骨
文
分
期
の
関
係

武
丁

（
第
一
期
）

歴祖
懇己

祖
庚

（
第
二
期
）

祖
甲

（
第
二
期
）

康
丁

（
第
三
期
）

武
乙

（
第
三
期
）

文
武
了

（
第
五
期
）

帝
乙
ま
た
は
帝
辛

（
第
五
期
）
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表
1
3
　
董
作
賓
の
五
期
区
分
に
よ
る
股
王
世
系
－
甲
骨
文
分
期
の
関
係

欝
∴
｝

　　

@　
@釜

E
一虞

辛
（
第
三
期
）

康
丁

（
第
三
期
）

武
乙

（
第
四
期
）

文
武
丁

（
第
四
期
）

帝
乙

（
第
五
期
）

土
筆

（
第
五
期
）

　
こ
の
よ
う
に
、
董
重
々
に
よ
る
五
期
区
分
と
は
異
な
っ
た
世
系
と
甲
骨
文
の
毎
期
の
関
係
が
得
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
名
称
の
変
更
も
必

要
と
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
各
時
期
に
新
た
に
順
序
に
よ
っ
て
名
称
を
与
え
る
と
混
乱
を
き
た
す
の
で
、
従
来
「
第
四
期
」
と
さ
れ
た
歴
組
を

＝
二
間
期
」
と
し
て
「
第
四
期
」
は
消
滅
さ
せ
、
そ
の
他
は
区
分
の
み
を
正
し
名
称
は
董
外
賓
に
従
え
ば
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ



の
方
法
な
ら
ば
表
1
2
の
分
期
の
う
ち
「
羊
蹄
」
を
＝
二
間
期
」
と
変
え
る
だ
け
で
よ
い
の
で
、
少
な
く
と
も
名
称
か
ら
の
混
乱
は
避
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
①
す
で
に
、
李
学
勤
州
小
屯
南
地
甲
骨
与
甲
骨
分
期
し
三
〇
頁
に
、
コ
般
原
則
、

　
　
回
暦
・
文
丁
時
甲
骨
磨
当
面
介
子
虞
辛
・
康
丁
〔
第
三
期
〕
与
帝
乙
時
期
〔
第
五

　
　
期
〕
之
間
、
…
…
真
正
的
武
乙
・
文
三
時
卜
辞
、
只
能
求
之
予
此
」
と
の
指
摘
が

　
　
あ
る
。

②
「
武
祖
乙
」
と
文
武
丁
の
同
版
は
、
群
集
三
六
〇
八
九
・
三
六
〇
九
四
・
三
六

　
〇
九
八
ニ
ニ
六
一
〇
〇
・
＝
エ
ハ
一
一
四
・
三
六
　
一
五
二
二
六
～
六
四
ニ
エ
六
～

　
六
五
の
八
例
。
「
武
乙
」
と
文
武
丁
の
同
条
は
、
合
集
三
六
一
六
九
・
英
国
二
五

　
一
八
の
二
例
（
英
国
二
五
～
八
は
「
文
武
帝
」
と
の
同
版
）
。

③
『
股
虚
卜
辞
綜
述
』
で
は
第
五
期
に
は
康
辛
は
「
祖
辛
」
と
称
さ
れ
た
と
す
る
。

し
か
し
第
五
期
に
は
、
「
祖
潔
し
と
す
る
と
他
の
先
王
と
混
同
す
る
場
合
に
は
固

有
称
首
が
与
え
ら
れ
て
お
り
（
例
え
ば
、
毅
中
期
の
先
王
の
上
瓦
と
混
同
す
る
武

丁
・
康
丁
は
、
「
祖
丁
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
が
、
「
武
芸
」
「
康
祖
丁
」
と
い
う

圃
有
称
謂
で
も
称
さ
れ
た
）
、
股
中
期
の
先
王
の
祖
辛
と
混
同
す
る
簗
辛
が
「
祖

　
辛
」
と
し
て
の
み
称
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

④
し
か
し
、
も
し
付
加
さ
れ
た
凛
辛
が
実
在
の
人
物
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
結
果
的

　
に
『
史
記
瞼
に
記
さ
れ
た
魔
睡
と
第
三
期
の
「
兄
辛
」
は
同
～
人
物
で
あ
っ
た
か

　
も
し
れ
な
い
。

⑤
『
泉
熱
一
廻
＝
頁
、
『
研
究
臨
九
一
頁
。

結

び

甲骨祭祀と歴組の断代（落合）

　
本
稿
で
の
最
大
の
成
果
は
、
歴
組
の
時
代
を
特
定
し
た
（
第
二
節
）
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
甲
骨
文
は
時
間
軸
か
ら
扱
い
や
す
い
史
料

に
な
っ
た
。
ま
た
、
甲
骨
祭
祀
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
（
第
一
節
）
こ
と
も
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
は
文
献
や
後
代
と
の
比
較
が
中
心
で

あ
っ
た
段
代
の
王
権
・
継
承
・
血
縁
と
い
っ
た
問
題
を
、
直
接
甲
骨
文
か
ら
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
甲
骨
文
の
分
期
と
股
王
世
系
の

関
係
（
第
四
節
）
に
つ
い
て
も
、
未
確
定
の
部
分
も
多
い
が
、
甲
骨
文
の
系
譜
を
直
接
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
再
検
討
で
き
た
問
題

で
あ
る
。

　
本
稿
は
甲
骨
文
の
系
譜
を
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、
本
稿
の
成
果
は
中
国
殿
代
に
限
ら
れ
ず
、
流
動
的
で
あ
り
政
治
・
社
会
の
影
響
を
大
き
く

受
け
る
古
代
系
譜
を
扱
う
た
め
の
有
効
な
手
段
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
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er　of　the　Repubric　Party　and　played　the　crkical　role　in　this　Bipartisan　Foreign　Poli－

cy．　This　paper　analyzes　the　role　of　John　Foster　Dulles　at　the　Council　of　Foreign

Mir｝isters　in　Moscow　（1947．　3　10一一4．　24）　and　to　clarifies　the　origins　of　Marshag

plan．

Ancestor　Worship　in　Oracle　Bones　and　Dating　the　Lizu歴S9　lnscriptions

by

OCHIAI　Atsushi

　　Dating　of　inscriptions　on　oracle　bones　was　started　in　about　1930，　and　this　has

continued　up　to　now，　but　there　remain　Lizu　inscriptions　that　have　not　been

assigned　precise　dates．　This　thesis　will　prove　the　character　of　ancestor　worship

on　oracle　bones　in　the　first　chapter，　and　based　on　this　analysis，　decide　the　period

of　the　Lizu　inscriptions　in　the　second　chapter．　The　most　important　result　of　this

thesis　is　the　latter，　because　it　makes　inscriptions　on　oracle　bones　easy　to　deal

with　chronologically．　But　the　former　is　also　important，　addressing　questions　of

royal　prerogative，　succession，　and　blood　relatioRs　in　the　Shang　period　which　have

beeR　studied　from　only　literature，　or　comparisoR　with　posterity，　directing　from　in－

scriptions　on　orac｝e　bones．

（723）




